
    令和２年度　茨城県一般会計補正予算（第１号）

　令和２年度茨城県一般会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

　1,170,508,369千円とする。

　歳出予算補正」による。

　（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の補正は，「第２表　債務負担行為補正」による。

　　　

　　　

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,289,354千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入
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     第１表　歳入歳出予算補正 

　　       歳     入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

 千円 千円 千円

9 国 庫 支 出 金 140,192,532 282,353              140,474,885        

1 国 庫 負 担 金 51,063,221 90,981               51,154,202         

2 国 庫 補 助 金 86,219,676 191,372              86,411,048         

12 繰 入 金 26,902,862 1,149,001           28,051,863         

2 基 金 繰 入 金 19,794,603 1,149,001           20,943,604         

14 諸 収 入 87,263,774 5,858,000           93,121,774         

4 貸 付 金 元 利 収 入 68,466,963 5,858,000           74,324,963         

1,163,219,015       7,289,354           1,170,508,369     

　　       歳     出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

 千円 千円 千円

5 保 健 福 祉 費 218,297,813 537,629              218,835,442        

1 厚 生 総 務 費 113,624,804 19,560               113,644,364        

4 障 害 福 祉 費 26,720,536 4,401                 26,724,937         

8 公 衆 衛 生 費 11,850,491 513,668              12,364,159         

8 商 工 費 82,215,383 6,751,725           88,967,108         

1 産 業 政 策 費 53,291,332 6,751,725           60,043,057         

1,163,219,015       7,289,354           1,170,508,369     

歳　　　入　　　合　　　計

款 項

              款 項

歳　　　出　　　合　　　計
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第 2表 債務負担行為補正 
 

（新 規 分） 
 

事    項 事   業   内   容 期   間 限  度  額 

新型コロナウイルス  

感染症対策利子補給  

 茨城県新型コロナウイルス感染症対策利子

補給金交付要項に基づき，金融機関が中小企

業者に対し，令和２年度において資金を貸し

付けたときは，県は当該中小企業者に対し利

子補給する。 

自 令和３年度 

至 令和６年度 
1,889,569 千円 

 

 

（変 更 分） 
 

事    項 区分 事   業   内   容 期   間 限  度  額 

パ ワ ー ア ッ プ  

融 資 損 失 補 償  

変

更

前 

 パワーアップ融資（旧パワーアップ融

資）制度及び小規模企業支援融資制度に

基づき，茨城県信用保証協会が保証した

債務によって損失が生じたときは，県が

その損失を補償する旨の契約を当該協会

と締結する。 

自 令和２年度 

至 令和17年度 
142,000千円 

変

更

後 

同          上 同  上 372,000千円 

パ ワ ー ア ッ プ  

融 資 損 失 補 償  

変

更

前 

 パワーアップ融資（旧セーフティネッ

ト融資）制度及び小規模企業支援融資制

度に基づき，茨城県信用保証協会が保証

した債務によって損失が生じたときは，

県がその損失を補償する旨の契約を当該

協会と締結する。 

自 令和２年度 

至 令和14年度 
71,000千円 

変

更

後 

同          上 同  上 301,000千円 

 


